
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 保険契約等に関する評価の改正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：保険税務の取扱いが改正になったとか。

どのようになったのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになりました。 

【解説】  

今回の改正は、いわゆる低解約返戻金型保

険を使った節税対策を封じ込める目的のもの

です。 

問題視されていた取引は、次のようなもの

で、その契約を移転する際の評価が解約返戻

金相当額となっていた取扱いに着目して行わ

れていました。 

①法人が、いわゆる「低解約返戻金型保険」に

加入して、数年間の保険料を払い込む。 

②低解約返戻期間の間に保険契約者の地位を

法人から個人に移転する。 

③返戻額が高額になったところで保険契約を

解約する。 

 そこで、これを規制するため、法人税基本通

達9-3-5の2(定期保険等の保険料に相当多額

の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱

い)の適用を受ける保険契約等については、次

の取扱いをすると改正されました。 

①支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額

の70%に相当する金額未満である保険契約等

に関する権利を支給した場合には、その支給

時資産計上額により評価する。 

②復旧することのできる払済保険その他これ

に類する保険契約等に関する権利を支給した

場合には、支給時資産計上額に使用者が損金

に算入した金額を加算した金額により評価す

る。   
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